
埋蔵文化財取扱い手続きのフローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土木・建築工事や造成工事の計画 

埋蔵文化財の所在の確認 

①埋蔵文化財地図で確認 ② 市教育委員会に問合せ ③ 文書による照会 

※建築工事の場合、確認 申請前に必ずご確認ください。 

※国 ・県 ・市指定の記念物の指定地や保存区域かどうかも併せてご確認ください。 

埋蔵文化財が所在します 埋蔵文化財は所在しません 

市・県と協議 工事着手 

・工事計画が埋蔵文化財に影響を

及ぼすか否かの確認  

・場合によっては試掘調査を実施し

たり、計画の一部の修正協議を行

うこともあり。 

※工事着手後に埋蔵文化財を確認し

た場合は速やかに市教委に届出 

開発区域から除外 

法９３条・９４条に基づく届出・通知の提出 ※県宛文書を市教委に提出 (2 部) 

※県からの回答 (2～３週間後) 

①発掘調査の指示 ②工事立会の指示 ③慎重工事の指示 ④現状保存の指示 

市教委と調査実 

施方法等の協議 

調査実施の依頼 

基礎工事等の日時連絡 

立会調査の実施 

専門職員の立会 

工事着手 

工事着手 工事着手 

発掘調査の実施 

市教委・埋文センター・民間調査機関等 

工事着手 

※個人住宅の建築工事等で、基礎工事の掘削が浅く地下の埋蔵文化財に影響がほとんどないと想定される

場合は、②工事立会の指示、③慎重工事の指示となるケースが一般的です。 

※①発掘調査の指示、発掘調査の実施となる場合は、調査期間の確保や費用負担など工事計画に大きく影

響を及ぼすことがありますので、計画段階のなるべく早い時期に市教育委員会にご相談ください。 


